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おめでとうございます

県ボランティア活動功労者表彰
市内のボランティアグループ「笑学生落語クラブ」が、こ

どもたちによる落語を通じた世代間交流活動に積極的に
取り組んでいるとして、ボランティア活動功労者表彰を受
賞しました。

地域福祉課　☎（45）6228

老人福祉事業功労者　知事感謝状
多年にわたり老人福祉の増進に尽力したとして、伊藤

治朗さん（宮内町）に知事感謝状（老人福祉事業功労者）が
贈られました。

高齢障がい支援課　☎（45）6289

内閣府エイジレス章
年齢にとらわれず、自らの責任と能力において自由で生

き生きとした生活を送り、社会参加活動を積極的に行って
いる高齢者として、戸田勇さん（共和町）がエイジレス章を
受章しました。

高齢障がい支援課　☎（45）6289

令和7年4月1日（火）から、施設を利用する方としない方の負担の適正化・公平性を図るため、公民館などの施設
使用料を改定します。
改定後の使用料については、各施設・担当課へお問い合わせいただくか、市ウェブサイトをご覧ください。

▼ 対象施設　�小・中学校の貸出施設、公民館、ミューいしがせ、いきいきプラザ、歴史民俗資料館、桃陵荘、�
野外教育センター、愛三文化会館、アローブ、メディアス体育館おおぶ、ナルキュウ体育センター、�
コラビア

※�愛三文化会館における勤労者団体などに対する使用料の優遇措置の対象に「あいち女性輝きカンパニー認証」「健
康経営優良法人認定」を追加。改定後の使用料は、令和7年4月1日以降の申請から適用。

公立保育園の一時的保育の利用予約が 
オンラインでできるようになります

教育委員に種村小百合さんと淺井宣亮さんが就任しました

4 / 1（火）から、施設使用料を改定します

　竹中万里さんの任期満了に伴い、10月1日付で教育委員に種村小百合さんが就任しました。
同じく任期満了となった淺井宣亮さんは、再度教育委員に就任しました。

公立保育園の一時的保育の利用について、パソコン・スマホを使った予約（１月分から・12月10日（火）予約開始）
と、キャッシュレス決済による利用料金の支払（1月6日（月）から）ができるようになります。
※一時的保育を初めて利用する方は、予約の前に利用を希望する保育園での面談が必要。

問　学校教育課　☎（46）3332

問　幼児教育保育課　☎（85）3895

問　使用料の改定について　法務財政課　☎（45）6252
問　優遇措置について　こども若者女性課　☎（85）3320　健康未来政策課　☎（85）3232
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